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（審議経過） 

（１）開 会 

○山根区政情報課長 それでは、定刻になり

ましたので、情報公開・個人情報保護審議会

を開催させていただきたいと思います。 

 本日は、年度末のお忙しいところをご出席

いただきまして、ありがとうございます。 

 審議に入るまでの間進行を務めさせてい

ただきます区政情報課長の山根でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（２）配付資料の確認・事務局説明・定足数

の確認 

○山根区政情報課長 最初に、審議会の資料

の確認をさせていただきたいと思います。本

日の資料は、審議会の議事次第、事前に郵送

させていただきました第十三期・第５回足立

区情報公開・個人情報保護審議会の資料とい

うことで１冊お配りさせていただいており

ます。それから、席次になります。お手元に

資料がない方々につきましては、ご用意しま

すので、いかがでしょうか。大丈夫でしょう

か。 

 それでは、審議会に先立ちまして、前回の

審議会でいいくら委員から、区における情報

システムのログインに関するパスワードの

管理についてご質問を頂戴しました。改めま

して事務局のほうから足立区としての情報

システムのパスワードの管理についてご報

告させていただければと思っております。鈴

木情報システム課長からご説明をお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○鈴木情報システム課長 情報システム課

長、鈴木です。おはようございます。よろし

くお願いします。着座にて説明させていただ

きます。 

 まず、パスワードの取扱いですけれども、

公開の会議で詳細を提示することはセキュ

リティ上のリスクになりますので、概要を口

頭で回答させていただきます。 

 まず、各業務を利用するための個人ＩＤで

すけれども、こちらは業務を利用する個人個

人に与えて、システムを利用する際、それぞ

れに利用者本人しか分からない固有のパス

ワードを設定します。個人ＩＤに利用する業

務の権限を設定するため、業務と関係がない

情報を見ることはできません。また、個人Ｉ

Ｄを他人と共有することもありません。です

ので、個人ＩＤはシステム管理者が管理して

います。 

 また、個人ＩＤに対してパスワードは、シ

ステム管理者であっても見ることができま

せん。パスワードを忘れてしまった場合は、

システム管理者がパスワードを初期化して、

改めて利用者本人にパスワードを設定して

もらうという運用になっております。した

がって、パスワードは共有して管理するもの

ではなく、本人しか知らない情報になります

ので、なりすましを防ぐ手段となっています。 

 さらに、先日の審議会でもありましたよう

に、衛生システムのような基幹業務系のシス

テムでは二要素認証を導入していまして、Ｉ

Ｄ・パスワードのほかに、個人のＩＤカード

がなければシステムを利用することができ

ない仕組みになっております。ほかの業務に

ついても、こうしたルールに基づいてシステ

ムを運用しておりますので、安全性は保たれ

るということで認識しております。 

 説明は以上になります。 

○山根区政情報課長 以上になりますが、よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、本日の審議会の定足数について

お知らせさせていただきます。本日は委員 16

名のうち 14 名の参加を頂いております。定

足数の過半数を超えておりますので、本審議

会は成立していることをお伝えいたします。 



 

 それでは、第十三期・第５回足立区情報公

開・個人情報保護審議会を開会いたします。 

 本日は、お手元の次第のとおり、確認事項

が１件、報告事項が５件となっております。

改正個人情報保護法が令和５年４月１日か

ら施行されることに伴いまして、個人情報保

護に関する事項につきましては、類型的に審

議会への諮問を要件とする個人情報保護条

例が３月３１日で廃止という運びになって

おります。そのため、今回の審議会において

は、４月以降の案件についての諮問事項がな

いということについてご承知いただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

 それから、再度のご案内で恐縮ですが、出

席されている皆様方におかれましては、ご発

言の際にはお手元のマイクのスイッチを入

れてからご発言いただきますよう、よろしく

お願いいたします。終わりましたらマイクの

スイッチを切っていただければと思います。 

 また、オンラインの方々につきましても、

ご発言のある場合には挙手をしていただけ

れば、我々のほうでご案内させていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以降の議事進行につきましては川合会長

にお願いいたしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○川合会長 では、ただいまから足立区情報

公開・個人情報保護審議会を開催ということ

となります。 

 まず、本審議会の審議ですが、基本的にこ

れを公開により行うということとしたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○川合会長 ありがとうございます。異議な

しということで、そのように進めさせていた

だきます。 

 

（３）確認事項 

第十三期・第４回足立区情報公開・個人情報

保護審議会要録（案）の確認 

○川合会長 では、次に、第十三期・第４回

の情報公開・個人情報保護審議会要録の確認

を行いたいと思います。 

 こちらの要録は、審議会要録（案）という

表題で、事前に郵送させていただいておりま

す資料の１ページから 35 ページまでにつ

づってございます。ご質問、ご意見等ござい

ませんでしょうか。 

 では、特にご意見等ないということですの

で、こちらの要録を第十三期・第４回情報公

開・個人情報保護審議会要録とすることにご

異議ございませんでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○川合会長 ありがとうございます。異議な

しということでございますので、そのように

決定したく思います。 

 

（４）報告事項 

電子契約サービスの導入について 

○川合会長 では、本日の報告事項に入って

いきます。 

 まず、報告１点目でございます。資料の 36

ページになります。報告事項の１点目、「電

子契約サービスの導入について」でございま

す。 

 では、所管課からご説明をお願いいたしま

す。 

○小山契約課長 契約課長、小山でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 こちらは、契約課物品契約制度改善担当係

長、豊田でございます。 

 では、着座にてご説明申し上げます。 

 それでは、まず本日の資料の 18 ページで

す。前回、第４回の審議会で、私どもが進め

たい電子契約サービスの導入について水町

委員からご意見を賜りました。左上の部分で



 

すが、「実施にあたっては、以下の意見に留

意されたい。導入予定の電子署名は立会人型

電子署名であり、契約当事者同士の電子署名

ではない。裁判で真正性が論点となる恐れが

あることから、電子署名の方式について、十

分に検討されたい。」、こちらをご意見とし

て賜りました。こちらについて、本日はその

お答えを用意してまいりましたので、ご説明

申し上げます。 

 資料の 36 ページをおめくりいただいてよ

ろしいでしょうか。 

 前回のご意見のとおり、１番になりますけ

れども、表にございますが、立会人型の短所

としましては、「メール認証のため、本人性

の担保力が低い」、こちらは私どもとしても

課題と思ってございます。こちらについては、

実は国のほうも行政における立会人型拡大

に向けていろいろな想定をしており、具体的

には別紙３、40 ページになるのですけれど

も、基本的に、間に入る電子契約のサービス

提供事業者が介在できる余地がなければ

―具体的には 41 ページですね。ごめんな

さい。黒ポツの１つ目です。「電子署名法第

２条第１項第１号の」云々というところから、

物理的に当該措置を自ら行うことが必要と

なるわけではなく、要は署名を当事者が直接

行うことではなく、少し飛びますけれども、

事業者及び区の意思のみに基づき―Ｂと

いうのは区及び事業者なのですけれども、意

思のみに基づき、Ａというのは電子契約サー

ビス事業者のことになりますが、電子契約

サービス事業者の意思が介在することなく

当該措置が行われたと認められる場合にお

いては、「当該措置を行った者」は区及び事

業者と評価することができると。 

 なので、その下の黒ポツに行きますけれど

も、そういうことが行われれば、最後の３行

にありますけれども、「当該措置を行った者」

はサービス提供事業者ではなく、その利用者

であると評価し得るものと考えられると

なってございます。 

 そうなると、間に介在するサービス提供事

業者の資格要件についてはどうなってくる

のかというところになるのですけれども、そ

ちらの担保性につきましては、43 ページに

なりますが、国のほうも電子署名法の中に

「グレーゾーン解消制度」というものを設け

ており、こちらのほうで、介在しないと認め

られる事業者については国のほうが認証を

行ってございますので、私どもも、今回の電

子契約の導入におきましては、仕様書のほう

に、そのような事業者のみ入札参加できる、

こういった要件を定めさせていただいてい

るところでございます。 

 なお、区及び事業者のそれぞれの意思確認

のところについては、ページを戻りますが、

38 ページをご確認いただいてよろしいで

しょうか。一番分かりやすいのは、一番上の、

横に矢印が並んでいる表なのですけれども、

契約課においても、担当者及び係長、課長が

このフローの中に入ってまいります。また、

契約の相手方となる事業者においても、事業

者のみの判断のみならず、必ず相手方の、要

は契約権限を持った責任者を経由しないと

電子メールという形での電子署名を送れな

い仕組みになってございますので、区及び事

業者の中の内部意思決定というところもこ

こで担保できると考えているところでござ

います。 

 雑駁ですが、説明は以上になります。よろ

しくお願いいたします。 

○川合会長 ありがとうございます。 

 ただいまのご説明につきまして何か質問

等ありましたら、お願いいたします。 

○水町委員 丁寧な資料を作っていただい

て、ありがとうございました。よく分かりま



 

した。 

 立会人型で、電子署名法上の要件を満たす

という国のＱ＆Ａであり、「グレーゾーン解

消制度」が出ているということがよく分かり

ましたし、また、立会人型であっても、電子

メール認証ですと、メールアドレスだけが契

約相手を特定する鍵になるというところの

課題についても、紙で事前にメールアドレス

を登録してもらうということなので、よく分

かりました。ありがとうございました。 

○川合会長 ありがとうございます。 

 その他ご意見等ありますでしょうか。 

 特にその他ご意見ないということでした

ら、今回の報告は了承するということでよろ

しいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○川合会長 ありがとうございます。 

 

個人情報保護法施行に伴う関連条例の制定、廃

止、改正について 

○川合会長 では、次の報告事項に移っていき

たいと思います。報告事項２点目になります。

資料の 50 ページになります。「個人情報保護

法施行に伴う関連条例の制定、廃止、改正につ

いて」でございます。 

 所管課からご説明をお願いいたします。 

○山根区政情報課長 改めまして、区政情報課

長の山根でございます。 

 隣におりますのは、情報公開担当係長の岩田

でございます。よろしくお願いいたします。 

 では、着座にてご説明させていただきます。 

 報告事項の２番になります。資料の 50 ペー

ジをお開きいただければと思います。 

 改正個人情報保護法の施行が、先ほど申し上

げましたとおり、今週末に施行されます。令和

５年４月１日に施行されますけれども、そちら

について、区の対応状況を一連の報告として取

りまとめましたので、ご報告させていただきた

いと考えております。 

 まず最初に、関連条例の制定、廃止、改正に

ついてご案内させていただければと思います。 

 まず、50 ページに記載させていただいてお

りますが、新たに制定ということで、個人情報

保護法施行条例を４月１日に施行ということ

で制定を第４回の区議会定例会でお認めいた

だきましたので、施行という運びになっており

ます。 

 主な内容につきましては、こちらに記載のと

おりでございます。主なところとしましては、

条例設置の目的について、区としての個人情報

の取扱いについて、しっかりと今までの条例と

同様な形で行っていくということを目的のと

ころに入れております。 

 ２番目に、手数料につきましては、現行条例

と同様に無料ということにいたしまして、写し

の作成費用と送付等に要する費用については、

現行条例と同様に、請求者の方の負担というこ

とで、実費ということで負担していただくとい

うことにさせていただいております。 

 ３番目ですけれども、14 日の決定期限でご

ざいますが、法では 30 日という規定がござい

ますが、今までどおり、現行条例と同様に 14

日ということの中で、区民サービスの低下がな

いようにということで設定させていただいて

いるところでございます。 

 ４番目ですけれども、適正な取扱いを確保す

るということで、専門的な知見に基づく意見を

聴くことが特に必要である場合には、足立区情

報公開・個人情報保護審議会へ諮問することが

できるということについても、法で許容されて

いる範囲ということでございますので、条例の

ほうにも記載させていただくということで制

定させていただきました。 

 これに伴いまして、個人情報保護条例につき

ましては、同日付、３月 31 日付で廃止という

形になります。また、足立区は特定個人情報保



 

護条例も制定しておりましたが、同様にこちら

のほうも廃止という形で制定させていただい

ております。 

 それから、次の足立区情報公開条例につきま

しても、今回、法が施行されることに合わせま

して、文言等の修正を中心に行っております。 

 今まで、開示しないことを「非開示」という

表現でしていたところですけれども、国の法の

ほうでは「不開示」ということで、開示しない

という形の言葉で統一されております。情報公

開条例のほうも、開示しないことがございます

ので、「不開示」という表現にさせていただい

ております。 

 それから、開示請求における個人情報等の開

示の範囲については、改正法の記載と同様とい

うことで変えさせていただいております。 

 この２点が大きな変更ということになって

おります。 

 それから、情報公開・個人情報保護審議会条

例につきましては、情報公開制度等についての

運営に関する事項について、区が報告しまして

審議会が意見を述べるという規定を、今までな

かったのですけれども、追加する形で、審議会

の運営においては、後ほどご説明させていただ

きます保護評価委員会を区のほうで開催しま

すので、そちらの内容についてもご報告させて

いただいて、この内容についてご意見を頂くと

いう項目を増やさせていただきました。 

 それから、この審議会とは別にあります情報

公開・個人情報保護等審査会。不服申立てです

とか、そこの審査を行う審議会がもう一つござ

います。そちらにつきましても、個人情報以外

の情報も含まれるということがありますので、

こちらについては、委員の責務とか罰則とかが

盛り込まれていないところがございましたの

で、そちらについては追加・修正という形で行

わせていただいております。 

 後ろのページに別紙で条例文について記載

しておりますので、こちらのほうもご確認いた

だければと思います。 

 条例の制定、廃止、改正については以上でご

ざいます。 

○川合会長 ありがとうございます。 

 ただいまのご説明につきまして何か質問等

ございましたら、お願いいたします。―よろ

しいでしょうか。 

 では、ご質問等ないということでしたら、本

件については了承ということでよろしいで

しょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○川合会長 ありがとうございます。 

 

情報公開・個人情報保護関係の規則改正につい

て 

○川合会長 では、次の報告事項に移ってまい

りたいと思います。報告事項の３点目でござい

ます。資料の 68 ページになります。「情報公

開・個人情報保護関係の規則改正について」で

ございます。 

 所管課からご説明を引き続きお願いいたし

ます。 

○山根区政情報課長 引き続き区政情報課、山

根がご報告させていただきます。 

 先ほどの条例改正に伴いまして、区の中の規

則の改正を４月に向けて進めておりました。こ

ちらについてのご報告でございます。 

 こちらも先ほどの個人情報保護法施行条例

施行規則という形で規則名称がございますが、

こちらを新たに制定させていただきます。個人

情報ファイル簿についての様式ですとか、そち

らの公開について規定したものでございます。

今、個人情報ファイル簿につきましては、各所

管で内容について精査して、今後、４月１日に

はホームページにアップしまして、どのような

個人情報を扱っているかということを公開し

てまいるような形で準備を進めております。 



 

 それから、改正法に合わせまして、開示請求

の申請書の様式とかの変更がございますので、

こちらも規定を新たにさせていただいており

ます。表現が、今までは「自己情報開示等請求

書」という表現だったのですけれども、これを

「保有個人情報開示請求書」という名称に変え

させていただくとか、開示決定通知書につきま

しては「保有個人情報の利用目的」の欄を設け

るようにということが国から示されておりま

すので、そちらを追加しておくという形でござ

います。その他の内容については、今までの請

求書、決定書とあまり変わるような形のもので

はございません。 

 これに伴いまして、個人情報保護条例でござ

いました施行規則、特定個人情報保護条例施行

規則については廃止という形にさせていただ

きます。 

 それから、個人情報等管理規則というものを

今まで足立区でも制定しておりました。こちら

については改正でございます。 

 こちらの内容の主なものとしましては、各課

における個人情報の管理の事務を担当する者

として、課長級が管理者として置いてあったの

ですけれども、プラスしまして「保護担当者」

という形で、庶務担当係長を新設するという形

で体制強化を図っていくという形を行ってい

るところでございます。 

 それから、ガイドラインの内容との比較で、

不足の部分については追加させていただいて

おります。外的環境の把握。外国における資源

を使うような形で行っていくものについて把

握をしていくようにと。駄目ということではな

いのですが、安全管理措置だとか、そういうこ

とが必要になってまいりますので、そちらを

しっかり把握するようにということが規定さ

れましたので、そちらの中身を新たに付け加え

させていただいております。それから、漏洩事

故発生時の国への報告というのもありますの

で、そちらについては、個人情報保護委員会が

設置されておりますので、漏洩事故については

そちらに報告していくという形がございます

ので、それを入れております。 

 それから、ガイドラインに示されている内容

の具体的な追加ということで、安全管理措置に

ついても、今までの区の規則に従っているもの

よりもより具体的で詳しい形のものを入れる

ような形にしております。 

 情報公開条例施行規則についても開示請求

の様式がございますので、混乱するといけませ

んので、個人情報の施行条例の表現と同様な形

で整理させていただいております。 

 それから、審議会の条例施行規則になります

が、情報公開・個人情報保護審議会の施行規則

に、既にオンラインで参加していただいている

ところではございますけれども、改めましてオ

ンラインで参加できるということについての

規定も追加するような形にさせていただいて

おります。 

 審査会につきましても同様でございまして、

文言の修正をさせていただいております。 

 こちらが今回の法改正に伴いまして規則改

正で区として行うような形のものということ

で、これ以外にも、区の規則の中で保護条例と

かが入っているものについては、各所管のほう

で修正をしていくということで進めていると

ころでございます。 

 私からは以上でございます。 

○川合会長 ありがとうございます。 

 ただいまのご説明につきまして何か質問等

ございましたら、お願いいたします。―よろ

しいでしょうか。 

 ご質問等ないということでしたら、本件につ

いては了承ということでよろしいでしょうか。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○川合会長 ありがとうございます。 

 



 

「個人情報に係る契約約款別紙」の改定につい

て 

○川合会長 では、次の報告事項に移っていき

たいと思います。報告事項の４点目でございま

す。資料の 93 ページになります。「「個人情

報に係る契約約款別紙」の改定について」でご

ざいます。 

 引き続き所管課からご説明をお願いいたし

ます。 

○山根区政情報課長 区政情報課長、山根でご

ざいます。引き続きご説明させていただきます。 

 「個人情報に係る契約約款別紙」というもの

がございます。これは改正法が施行される前か

ら、条例の段階からもずっとつけているもので、

契約書の約款がございますけれども、それの別

紙という扱いで、個人情報を取り扱う契約の場

合には、こちらの約款別紙というものをつけて

契約を行うという形で区のほうでは事務処理

を行っておりました。今後もそれは継続してま

いりますけれども、新たに法改正がありますの

で、その内容について見直しを進めまして、新

たに４月からの契約についてはこれをつけて

契約を取り交わすということでございます。 

 具体的には「主な追加変更項目」のところを

ご覧ください。安全管理措置について具体的に

書いて、各契約の相手方にこの内容を守ってい

ただくということで、区の個人情報が漏洩しな

いような形で行うものでございます。 

 組織的安全管理措置につきましては、管理責

任者、作業責任者、作業従事者の書面報告の義

務、個人情報の取扱規程の策定、定期的な見直

しの義務、個人情報の取扱いの記録と書面報告

の義務、緊急時対応計画の作成と書面報告の義

務というところを追加・変更という形で、今ま

ではこちらについて明確になっているところ

がなかった部分がありますので、改めて文字で

示すということで行っております。 

 物理的安全管理措置につきましては、作業区

域の定めですとか、そこにおける機械、媒体の

盗難防止の義務というのも改めて明示させて

いただいております。 

 技術的安全管理措置につきましては、個人

データにアクセスできる作業従事者の限定で

すとか、アクセスできる作業従事者であること

を識別した結果に基づく認証の義務、外部から

の不正アクセス、不正ソフトウェアから保護す

る仕組み等をあらかじめ明示しまして、こちら

についてご報告していただくことを求めると

いうことになっております。 

 最後に、外的環境の把握ということで、個人

情報を国外で取り扱う場合につきましては、法

で定められている形がありましたので、こちら

について取り扱う場合がありましたら、取り扱

う国の特定と書面許可の義務ということを付

け加えさせていただいております。 

 それから、外国の個人情報保護制度を把握す

るとともに、そこがなかなか個人情報を保護す

ることが難しい場合については、そこと契約を

しないということも含めまして、そういうこと

について確認していく。安全管理措置ができな

い場合には契約はしないということも含めて

行っていくようなものだということでご理解

いただければと思います。 

 その他の項目については、再委託等について

は前回のところで修正とかもしておりますの

で、しっかりと対応できるような形の約款別紙

ということで行っているところでございます。 

 私からのご報告については以上でございま

す。 

○川合会長 ありがとうございます。 

 ただいまのご説明につきまして何かご意見

等ございましたら、お願いいたします。 

○いいくら委員 ４番目の「外的環境の把握」

についてちょっと気になったのですけれども、

具体的に今まで足立区として外的環境の「国外

で取り扱う場合」の事例というのはあったので



 

すか。 

○山根区政情報課長 こちらは今までの中で

いいますと、例えばサーバーをどこに設置して

あるというようなことの確認ですとか、アメリ

カにあるサーバーを使うとかというサービス

になっているとか、そういうことについては確

認させていただく機会はあったとは思います。

ただ、サービス全体を外国から提供されるとか、

そういうものは今までのところでは特にはな

かったかと思います。一部の部分について使う

というものとか、オンラインで行うものについ

てですけれども、それが外国製のもの、Webex

というオンラインの会議システムがございま

すけれども、それも外国製のものを使っていた

りとかいうことはございます。 

○いいくら委員 そうしますと、取り扱う国の

特定は分かるのですけれども、書面許可の義務

というのは、具体的に書面で区長宛てにすると

かというようなイメージになるのですか。もし

くは、そのような必要性に迫られた場合という

のは。 

○岩田情報公開担当係長 情報公開担当、岩田

です。 

 契約書の仕様書に事前に、極端な例で、アジ

アのどこかの国を除くとかした場合には、契約

後にその国が除かれているものなのかを事業

者に提出させて、それを確認する、そういった

ものを想定しております。例えば、ISO27017シ

リーズを持っていて、アメリカであれば許可す

るとなっていれば、それが契約後、確かにその

ものであるかどうかを確認する、そういったこ

とを想定しております。 

○いいくら委員 そうしますと、書面許可の義

務というのは、こちらのほうからは誰かに許可

を伺いをするとかということではなくて、そう

いう書面がしっかりとエビデンスとしてある

ことが必要なのだ、そういうことですか。 

○岩田情報公開担当係長 委員おっしゃると

おり、そのようなことで想定しております。 

○いいくら委員 もう１点ですけれども、２番

目なのですが、今、課長からもお話があったの

ですが、外国の個人情報保護制度を把握という

ことで、これは調べるのは大変だと思うのです

けれども、これをどのように確認するのかとい

うことと、安全管理措置の義務ということで、

どのような措置の義務を足立区として今のと

ころ想定しているのか、この辺のところを教え

てください。 

○山根区政情報課長 こちらにつきましては、

そういう資源を使いたいということが所管の

ほうと事業者のほうがあった場合に審査をす

るというような形のものですので、全世界のも

のを把握できるということでは決してござい

ません。その中で、それを使う場合に、そこの

国の制度、法制度ですとか、そういうものを把

握するということで、これは所管のほうと併せ

て行っていく。事業者もそういうものを提示し

てくるでしょうから、それも確認していくとい

う形で、国ともそういう形のものが適切なのか

どうかということもご相談しながら決めてい

きたいと思います。 

 それから、安全管理措置につきましては、日

本で行っているものと同様のもの、足立区です

とか法が規定しているものと同様のものを要

求するような形で組み立ててまいりますので、

それができないものについては契約はできな

いですよというような形になるかと思います。 

○いいくら委員 最後ですけれども、先ほど、

相手方が外国の方で、これは相互通行になって

くると思いますので、相手の国の誰かが足立区

の情報を取りたいといった場合のルールがあ

ると思うのですが、足立区が取りにいったとき

には当然に相手の国の状況に応じてという話

で今言われたと思うのですけれども、向こうか

らこちらの情報を取りたいといったときの足

立区の対応というのはどのような形でやって



 

いくのですか。 

○岩田情報公開担当係長 今のは、外国との個

人情報の外部提供のやり取りというお話でよ

ろしかったでしょうか。委託契約とは別にとい

うことですかね。 

○いいくら委員 はい。情報という観点で。 

○岩田情報公開担当係長 改正個人情報保護

法では、外国への個人情報の外部提供の方法が

記載されていますので、その方法にのっとって

やることにはなるのですけれども、現状、区に

おいては、諸外国から情報が欲しいというよう

な依頼を受けた経験がないものですから、それ

については、あれば１件ずつ算定して、国にお

話を伺いながら、間違いないようにやってまい

ります。 

○いいくら委員 分かりました。 

○川合会長 ありがとうございます。 

 その他ご意見、ご質問等ございますでしょう

か。 

○ぬかが委員 ぬかがです。先ほどご説明のと

きにさらりとおっしゃられていた再委託のと

ころについてもう少しお伺いしたいと。 

 ご承知のように、あちこちの自治体で起きて

いる事件のときに、再委託先が起こす事件。だ

けれども、その自治体が大きく報道されるわけ

ですよね。再委託先だから自治体は関係ないと

いうふうにはならないというところで、その辺

についてもう少し教えていただきたいのです

が。 

○岩田情報公開担当係長 情報公開担当、岩田

です。 

 再委託先については、決められた書面で申請

いただいて、その申請の内容を確認した上で許

可書を出すというようなルールになっており

ます。それについては、再々委託、さらにその

再々々委託も同様で行います。改正個人情報保

護法のガイドラインにも、再委託先、再々委託

先にも、直接はこちらは管理できないのですけ

れども、ちゃんとコントロールが利くようにや

りなさいというようなことは記載されていま

すので、そのような形で実施してまいりたいと

考えております。 

○ぬかが委員 ありがとうございます。 

 そうすると、直接は管理できなくて、再委託

先が出す申請の承諾というのは委託先がやる

のではなくて、区がやるのですよね。区がやる

けれども、直接は管理できないということです

か。 

○山根区政情報課長 再々委託の場合と再委

託とちょっと違うのですけれども、再委託の場

合には区のほうで管理を、１段階目なので提供

できるので、できるということになりますが、

具体的には、再委託をするときには、委託先が

内容を、今、ぬかが委員がおっしゃっていたよ

うに確認していかなければいけないですよね

ということにはなります。その再委託先の状況

について、私たちのほうが、どのような安全管

理措置ができているのかということについて

も報告を受けておりますので、その内容を確認

させてもらった上で許可を出すという、委託先

と同等のものができているということが前提

となっております。 

 それと併せましてチェックリストを作りま

して、定期的に再委託先のところがちゃんとで

きているのかどうかということについては委

託先が確認していくというような形を取ると

か、そのような、管理の仕方はどうなっている

のかということについても我々のほうから投

げかけをして、お答えを委託先からもらうとか、

そのような形の工夫はさせていただくのが再

委託ですとか再々委託のところになってきま

す。 

 ただ、深くなっていきますと、管理の把握と

いうのが我々区のほうがどこまでしっかりと

できるのかというのはありますので、ここにつ

いては、あまり多段階にならないような形とい



 

うのはしたいと思うのですが、例えば情報シス

テムの世界ですとか、そういうところは結構標

準的に再委託とか再々委託をしている場合が

ございますので、そこがしっかりとできていく

のかというのは今後私たちが管理していくと

きにはしっかりと持って、内容については確認

を定期的に行っていくということを手順とし

ては組んでいくという形で考えております。 

○ぬかが委員 ありがとうございます。 

 以前は個人情報保護、この中で原則再委託禁

止ということになっていて、ただ、法改正や国

の流れの中で、保護から利活用へとなっていっ

たという流れがある中で、やむを得ない部分は

あるとは思っているのですが、今言われたよう

なチェックとか管理とか、そういう部分という

のは、結局今、足立区でいうと、委託契約とい

うのは 1,000以上あるわけじゃないですか。そ

うすると、全ての所管でそういうことは言える

わけですよね。ですから、区政情報課だけでで

きる問題ではないと思うので、各所管だと、そ

ういう事務とは全く無縁の方も結構いらっ

しゃると思うので、そこはぜひ徹底して、事故

が起きないようにしていっていただきたいと

いうふうに要望させていただきます。 

○川合会長 ありがとうございます。 

 その他。 

○上委員 （４）の「外的環境の把握」のとこ

ろなのですけれども、①のところですが、個人

情報を日本国外で取り扱う場合には、取り扱う

国の特定と書面許可の義務と。書面許可という

のは、足立区が許可するという……。ここは、

例えば Google ドライブみたいなものを使って

いると、アメリカのサーバーに置かれることも

あると。特に無償なんかでやっていると。と

いったときに、それは Google が取り扱ってい

るのか、単に保管しているだけなのか、そう

いった解釈もあるので、ここをあまりぎちぎち

にやってしまうと事業者のほうがかなり負担

になるので、そこは一つ基準みたいなものを決

めたほうがいいかと思います。 

 その他、「日本国外で」という表現をなさっ

ていますけれども、個人情報保護法ですと、Ｅ

Ｕとかイギリスについては国外ではなくて、日

本と同じ扱いというようなことになっている

ので、その程度のものですよと言ってしまった

ら怒られるかもしれませんけれども、そういう

ルールなので、あまり事業者に負荷にならない

ような、例えばガイドラインとは言わなくても、

指針みたいなものを示さないと、ここは非常に

厳しいかなというふうに思いました。 

○山根区政情報課長 ありがとうございます。

国のほうでも表現が「外国」としか書いていな

いところもありまして、様々な外国があると思

いますので、今、上委員がおっしゃったように、

いいくら委員も先ほどおっしゃっていたよう

に、日本と同じ程度の法整備ですとか、その環

境を整えていて、共通の形の考え方が行える国

ということで特定していくということはある

のでしょうけれども、それがどういう国と言わ

れると、今の段階では「外国」としか書いてい

ないのですけれども、今、上委員からお話が

あったような形で、全て出てきたものについて、

どのような国にあるものなのかとか、そういう

ものを積み上げていって、ガイドラインのとこ

ろで、こういう国であれば大丈夫だということ

とかも我々としてはストックしていきたいと

いうふうに思っておりますので。ありがとうご

ざいます。 

○川合会長 ありがとうございます。 

 その他ご意見等ございますでしょうか。―

よろしいでしょうか。 

 では、重要な指摘もあったかと思いますので、

これらを踏まえまして、本件については了承す

るということでよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○川合会長 ありがとうございます。 



 

 

足立区個人情報保護評価委員会について 

○川合会長 では、次の報告事項に移ってまい

りたいと思います。報告事項の５点目になりま

す。資料の 94 ページになります。「足立区個

人情報保護評価委員会について」でございます。 

 引き続き所管課からご説明をお願いいたし

ます。 

○山根区政情報課長 引き続き区政情報課長、

山根でございます。 

 このたび、４月１日から改正法の施行に伴い

まして、足立区におきましては足立区個人情報

保護評価委員会という委員会を設置いたしま

して、足立区内で行われてまいります、個人情

報を取り扱う委託業務ですとか外部提供、今ま

で審議会に諮問として諮っていたことの内容

ですとか、それの安全管理措置が適切なのかど

うかということを評価する形の委員会の立ち

上げをさせていただこうということで準備し

ております。こちらのところについてのご報告

をさせていただきます。 

 組織体につきましては、委員長は政策経営部

長が筆頭となりまして、ガバナンス担当部長が

副委員長という形で、あとの委員としましては、

ＩＣＴ戦略推進担当課長、情報システム課長が

入る形ということで、区政情報課が事務局とい

う組織を立ち上げて、４月から動かしてまいり

ます。専門アドバイザーといたしまして、審議

会の委員でもあられます水町委員ですとか松

井委員、それから前審議会委員でもございまし

た柿崎准教授につきましても入っていただき

まして、様々な知見の中で、特に情報セキュリ

ティですとか、この内容についてしっかりと見

ていくような形で、安全管理措置が担保できて

いるのかということについて見ていくような

形の組織を立ち上げてまいります。 

 役割につきましては、今ご説明をちらっとさ

せていただきました、業務委託に関する安全管

理措置の評価、それから、外部提供と目的外利

用を行う場合について、法の規定に適合してい

るかどうかについても確認してまいります。そ

れから、外部提供のときの提供先に求める安全

管理措置についても定義づけとしては評価さ

せていただきます。４番目ですけれども、個人

情報を処理するために、区と区の機関以外の電

子計算組織を通信回路―外部結合と言って

おりますけれども、そちらについてもこれから

進んでくるものがあるかと思いますけれども、

その方法について、安全管理措置について評価

していくというような形のものでございます。

それ以外にも、随時新しい考え方のものが出て

きたときには、こちらの委員会で諮りまして、

その内容について確認してまいります。 

 原則は月に１回程度の開催で回していくよ

うな形と思っております。 

 この報告を審議会にしっかりと行っていく

ところで、また皆様方からご意見を頂いて、こ

の安全管理措置で大丈夫なのかどうかという

ことについても、こちらのご意見を頂いた上で

評価委員会のほうに反映していったり、事業の

ところに再度そういう形のものも、必要性があ

るものについては反映させていくということ

で考えております。 

 95ページ以降に、業務委託の場合ですとか、

その内容についての流れとか、それから、区政

情報課で判断するときに、事前に全件出してい

ただくのですが、今まで審議会に諮って、その

内容について確認していたものについては、改

めて評価するという形になるものではござい

ませんので、そこから変化があったり、変更す

るような形の項目があるものについては確認

を進めていくようなことと考えております。そ

の上で契約事務に移行できるような形という、

ここにＰＰＡＣと申し上げておりますけれど

も、それを経ないと契約のほうには移行できな

いというような形のものを組み立てておりま



 

す。 

 こちらの事例につきましては、またどんなも

のが出てきているのかということはこの審議

会の中でも報告させていただきますので、皆様

からご意見等を頂戴する形としては、今までの

審議会の中でも、こういう評価委員会を設置し

たほうがよいのではないかというご議論を頂

きましたけれども、改めましてまた進行につい

て、審議会のほうでも運営の内容について確認

していただければと思います。 

 私からは以上でございます。 

○川合会長 ありがとうございます。 

 ただいまのご説明につきまして何かご質問

等ありましたら、お願いいたします。 

○いいくら委員 評価委員会ということで、す

ごく大切な委員会になってくると思うのです

けれども、その中で、構成なのですけれども、

「組織について」ということで、委員長を政策

経営部長ということで、役所の方々がカウント

すると５名で、専門アドバイザーが３名という

ことになっているのですけれども、大切な評価

委員会という中において、また、役割というふ

うに出ているのですけれども、報告ということ

でまたフィードバックと出ているのですけれ

ども、先ほども言いましたように、外国の話も

あるだろうと思うし、様々な形が今後あるのだ

ろうなというとき、もう少し専門アドバイザー

を厚めに、多岐にわたるいろいろな専門の方に

来ていただけることも必要なのかななんて私

は思ったのですけれども、今、具体的に比率で

言うと、役所が５、専門アドバイザーが３とい

うことになっているのですけれども、この比率

をもう少し専門アドバイザーの方々にも出て

いただくということはできないのでしょうか。 

○山根区政情報課長 専門アドバイザーの方

の人数等につきましては、何人が適切なのかと

いうのがありまして、私どものほうでは３人の、

それぞれの役割がある先生方でございますの

で、適切な形かなと思っております。進めてい

くうちに、こういう分野が必要だとかいうこと

をアドバイザーの先生方からも頂いたりとか、

我々の委員の中でもそういうものが出てきま

したら、今のいいくら委員のお話にあったよう

なことも加えていきたいと思うのですけれど

も、まずはこの人数で進めていけるといいかな

と思っております。 

 ただ、このアドバイザーの方々の役割と委員

のところの役割が若干違いますので、専門的な

部分の内容については事前に頂いていくよう

な形となりますけれども、基本的には、その意

見を頂いたものを反映して、委員がその評価に

加えていくという形になりますので、委員のア

ドバイスをするというような形の立てつけに

はなっております。直接的にこちらの意見を頂

戴してという形になってしまいますと、我々の

ラインの、区長からの決定のところで行くとき

にですけれども、委員の役割という形と同等に

なってしまい過ぎると、アドバイザーの先生方

の役割が重くなり過ぎてしまいますので、ここ

はしっかりと足立区の職員のほうで判断して

いくという形で責任を取っていくような形と

思っております。 

○いいくら委員 要望なのですけれども、先ほ

どもお話しの、時と場合によってということで、

様々な厚みをしていくという話のとおりに、今

後これはフィックスされるのではなくて、ぜひ

ともよりいい個人情報保護評価委員会という

ことにしていっていただきたいと思うもので

すので、そこら辺のところは状況に応じた形で

の対応をぜひしていただきたいと思います。要

望しておきます。 

○にたない委員 １点だけちょっと気になる

部分があるのですけれども、96 ページの

チャートの中の①、「類似案件あり」というこ

とで、ソフトとかアプリとか事業内容とかとい

う、そういったところの類似があるかないかで



 

必要性を判断するとなってはいるのですけれ

ども、いろいろアプリとかソフトとか媒体とか、

国際情勢から各国の法体系からということで

目まぐるしく環境が変わっている中で、単に類

似案件があるかないかでの判断というのは

ちょっと難しいのかなというところもあると

は思うのですけれども、ここについて、そう

いった変更があったときに対応できるのかで

きないのか、どういった対応をするのかという

ところを教えていただければと思うのですけ

れども。 

○山根区政情報課長 96 ページの①のところ

に書いてある「類似案件あり」の場合ですけれ

ども、「過去に」というのがくせ者というか、

どれくらい過去の審議会にかけたものなのか

とかというのもありまして、そこから社会情勢

が大分変わっているのは、今、にたない委員が

おっしゃっていたとおりだと思います。それが

ありますので、取りあえず区政情報課のほうに

出していただいた段階で、その内容を確認させ

ていただいて、あまりに古かったり、それを持

ち出してこられても、これは類似案件という話

ではなくて、新規に近いですから、もう一回全

部見ましょうという形はしていくような形に

なるかと思います。 

 それから、先ほどお話があったように、アプ

リですとか契約している内容が、類似案件と

いってもほぼ違うものだったりというものが

最近のものでも見受けられますので、それは審

議会にも今までもかけていたとおりだと思い

ますので、今後も我々の評価委員会のほうで改

めて評価を加えていくような形にしていくと

いうふうに考えておりますので、こちらは類似

案件ありだと全部かけなくていいのかという

話になってしまうような書き方になっており

ましたので、これも訂正させていただいて、類

似案件の中でもう一回条件分岐して、そうなっ

ていても古いものについてはかけるような形

とかに訂正させていただければと思っており

ます。 

○石毛委員 １点だけなのですけれども、役割

についてなのですが、本当にかなり専門性が高

いものになっていると思います。ですので、専

門アドバイザーの方々、また職員の方々に関し

て、かなり大変だなというところもございまし

たし、また、一番大事なのは、先ほどから話が

ありました業務委託について、その相手方に関

する安全管理の措置というのを評価していく

というようなところがあります。評価して、評

価した結果は当然審議会に報告いただけるの

でしょうけれども、評価した中で、例えば業務

委託先に関するフォローアップみたいなもの

まで、そういった内容はこういったところでも

話し合われたりするのでしょうか。 

○山根区政情報課長 評価委員会の中で今考

えているところにつきましては、出してきたも

のが、これで契約すると漏洩につながるのでは

ないか―分かりやすく言うとですけれども

―そういう場合には、もちろん評価としては

一番悪いという形になるので、契約をそれで進

めちゃ駄目よという形は伝えます。ただ、そこ

からどういうことを加えていけば改善できて、

それであれば安全管理措置がちゃんと担保で

きていますねという話になれば、当然のことな

がら、修正できれば契約という形になります。

そちらのほうが圧倒的に多いというふうにな

ります。 

 最初から駄目なもので出してくるというこ

とは、我々の区政情報課のほうに相談があると

きにもアドバイスはもちろん先にしておりま

すので、そういう形はないのですけれども、今

も審議会にかけているものについては、そうい

うのは少ないものになっているのですが、今後

については、かなり複雑になる委託、システム

というか、いろいろなアプリケーション、LINE

ですとか、そういうことも使ったアプリだとか、



 

そういう難しいものについてはやはりセキュ

リティ上のものが必要になってくるので、この

メンバーだけではなくて、情報セキュリティの

分野に詳しい職員とかも、この中に入るわけで

はないのですが、我々のスタッフの側のほうで

しっかりとサポートを各所管として、そこの確

認を所管がしなければこれは進めてはまずい

ですよということを伝えて、職員のレベルも

アップしていくような形というふうには考え

ております。 

 ただ、何分にも情報の関係が、今、区のほう

でも様々な窓口の改善ですとか、そういうとこ

ろでＤＸとかの取組もしていくというので今

活動しておりますので。だからといって、特に

個人情報につきましては、安全管理措置がしっ

かりとできていないという形のものはつくる

わけにはいきませんので、そこはこういう機会

を捉えて各課のレベルをアップさせていくよ

うな形というふうに捉えていきたいと思って

おります。 

○石毛委員 この個人情報保護評価委員会に

私はすごく期待したいのです。先ほどおっ

しゃったとおり、今後本当に様々なことが、考

えられないようなことも起こるでしょうし、ま

た様々なことで新たな課題も出てくると思う

のです。ですので、せっかくですから、しっか

りとその辺の積み重ねで成長していくような、

そういったものにしていっていただきたいと

思うのです。よろしくお願いいたします。 

○川合会長 ありがとうございます。 

 その他ご意見等ございませんでしょうか。

―よろしいでしょうか。 

 では、ここまでのやり取りも踏まえまして、

本件については了承するということでよろし

いでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○川合会長 ありがとうございます。 

 では、本日予定しております報告事項は以上

ということとなります。 

 その他、委員の皆様から何かご意見やご発言

等がもしございましたら頂戴したく思います

が、いかがでしょうか。―よろしいでしょう

か。 

 ありがとうございます。 

 

（５）閉 会 

○川合会長 では、本日予定されていた案件は

これで全て終了ということとなります。委員の

皆様におかれましては、長時間にわたりご尽力

いただきまして、ありがとうございました。 

 では、事務局より連絡事項等ございましたら、

お願いいたします。 

○山根区政情報課長 委員の皆様、貴重なご意

見ありがとうございました。 

 事務局から連絡事項が２点ございます。 

 １点目は、次回の第６回の審議会につきまし

て、来年度、令和５年の６月頃を予定しており

ます。まだ日程は決まっているところではござ

いませんが、またご連絡をさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 ２点目ですけれども、今日いらしていらっ

しゃる方については、地下の駐車場をご利用さ

れた委員におかれましては駐車券を用意して

おりますので、お声かけをよろしくお願いいた

します。 

 連絡事項は以上でございます。 

○川合会長 ありがとうございます。 

 その他特段ないようでしたら、本日の審議会

はこれにて閉会とさせていただきたく思いま

す。 

 本日もご協力いただきまして、ありがとうご

ざいました。 


